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さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例施行規則

 （目的）

第１条 この条例は、産業廃棄物処理施設の設置等に関する計画の事

前公開並びに事業計画者及び関係住民等の相互理解の促進に関す

る手続並びに紛争を解決するためのあっせんに関し必要な事項を

定めることにより、紛争の予防及び調整を図るとともに、市民の良

好な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

 （定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。

 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号。以下「法」という。）第２条第４項に規定する

産業廃棄物をいう。 

 特別管理産業廃棄物 法第２条第５項に規定する特別管理産

業廃棄物をいう。

 産業廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。 

  ア 法第１４条第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業に係

る事業の用に供する施設（産業廃棄物の積替え又は保管を行う

ための施設に限る。） 

  イ 法第１４条第６項の規定による産業廃棄物処分業に係る事

業の用に供する施設 

  ウ 法第１４条の４第１項の規定による特別管理産業廃棄物収

集運搬業に係る事業の用に供する施設（特別管理産業廃棄物の

（趣旨）

第１条 この規則は、さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続

に関する条例（平成２７年さいたま市条例第２２号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

No.3
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積替え又は保管を行うための施設に限る。） 

  エ 法第１４条の４第６項の規定による特別管理産業廃棄物処

分業に係る事業の用に供する施設 

 産業廃棄物処理施設の設置等 産業廃棄物処理施設の設置又

は産業廃棄物処理施設に関する変更であって、次のアからオまで

のいずれかに該当するものをいう。 

ア 法第１４条第１項若しくは第６項又は第１４条の４第１項

若しくは第６項の許可を受けるために行う産業廃棄物処理施

設の設置 

イ 法第１４条の２第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業

又は産業廃棄物処分業の事業の範囲（産業廃棄物収集運搬業に

あっては、取り扱う産業廃棄物の種類のうち積替え又は保管を

行わない産業廃棄物の種類を除く。）の変更であって、同項の

許可を要するもの 

ウ 法第１４条の５第１項の規定による特別管理産業廃棄物収

集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲（特別管

理産業廃棄物収集運搬業にあっては、取り扱う特別管理産業廃

棄物の種類のうち積替え又は保管を行わない特別管理産業廃

棄物の種類を除く。）の変更であって、同項の許可を要するも

の 

エ 産業廃棄物処理施設の設置の場所に係る変更であって、当該

設置の場所である事業場を他の場所に増設し、又は移転するも （条例第２条第４号オの規則で定める産業廃棄物処理施設に関す
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の（イ又はウに該当するものを除く。） 

  オ アからエまでに掲げるもののほか、規則で定める産業廃棄物

処理施設に関する変更  

 事業計画者 産業廃棄物処理施設の設置等をしようとする者

をいう。 

 関係地域 産業廃棄物処理施設の設置等により、生活環境の保

全上支障が生じるおそれのある地域として、第６条の規定によ

り、市長が定める地域をいう。  

 関係住民等 関係地域に住所を有する者その他規則で定める

生活環境の保全上利害関係を有する者をいう。 

 紛争 産業廃棄物処理施設の設置等に伴い生じるおそれのあ

る生活環境の保全上の支障に関して、事業計画者と関係住民等の

間で生じる争いをいう。

（市の責務）

る変更）

第２条 条例第２条第４号オの規則で定める産業廃棄物処理施設に

関する変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。

 産業廃棄物処理施設の設置の場所の面積に係る変更であって、

当該変更によって当該面積が２０パーセント以上拡大するに至

るもの 

 産業廃棄物処理施設の処理能力に係る変更であって、当該変更

によって当該処理能力が１０パーセント以上増大するに至るも

の 

 条例第２条第３号アに掲げる施設に係る変更であって、事業場

ごとに積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加するもの

（同条第４号イに該当するものを除く。） 

 条例第２条第３号ウに掲げる施設に係る変更であって、事業場

ごとに積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類を追加

するもの（同条第４号ウに該当するものを除く。） 

 （生活環境の保全上利害関係を有する者）

第３条 条例第２条第７号の規則で定める生活環境の保全上利害関

係を有する者は、次に掲げる者とする。 

 関係地域に事務所等事業活動の拠点を置く者 

 関係地域に住所を有する者が属する自治会、町内会その他の地

縁に基づき形成された団体 
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第３条 市は、産業廃棄物処理施設の設置等が適正かつ円滑に行われ

るよう、事業計画者に対し、生活環境の保全に関して必要な指導又

は助言を行うとともに、市民に対し、必要な情報の提供に努めるも

のとする。

２ 市は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速

かつ適切にその調整を図るものとする。

 （事業計画者及び関係住民等の責務）

第４条 事業計画者は、産業廃棄物処理施設の設置等に当たっては、

関係地域の生活環境に十分配慮するとともに、関係住民等に対し、

正確かつ誠実に当該産業廃棄物処理施設の設置等に関する情報を

提供することにより、紛争を未然に防止するよう努めなければなら

ない。

２ 事業計画者及び関係住民等は、それぞれの立場を尊重し、相互理

解に努めるとともに、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう

努めなければならない。

３ 事業計画者及び関係住民等は、紛争の予防及び調整に関して市が

行う施策に協力するよう努めなければならない。 

 （事業計画書の提出）

第５条 事業計画者は、産業廃棄物処理施設の設置等に関する計画

（以下「事業計画」という。）について、規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した書類（以下「事業計画書」という。）

その他規則で定める物を市長に提出しなければならない。

（事業計画書等） 

第４条 条例第５条第１項の事業計画書の様式は、様式第１号のとお

りとする。 

２ 前項の事業計画書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなけれ

ばならない。 



- 5 - 

さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例施行規則

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏

名 

 産業廃棄物処理施設の設置等の場所 

 産業廃棄物処理施設の種類 

 産業廃棄物処理施設において取り扱う産業廃棄物の種類（特別

管理産業廃棄物である場合にあっては、その種類） 

 産業廃棄物処理施設の処理能力（第２条第３号ア及びウに規定

する施設である場合にあっては産業廃棄物の積替えのための保

管上限、産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては産業廃棄

物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量） 

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 事業計画の概要を記載した書類 

 事業計画者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し及

び登記事項証明書 

 事業計画者が個人である場合には、住民票の写し 

 事業場の概要を記載した書類 

 産業廃棄物処理施設の設置等の場所に係る土地の公図の写し

及び登記事項証明書 

 事業計画者が前号に掲げる土地の所有権を有しない場合には、

当該土地を使用する権原を有することを証明する書類 

 産業廃棄物を運搬するための車両に係る運行計画を記載した

書類 

 産業廃棄物処理施設の概要を記載した書類 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第

３００号。以下「令」という。）第７条各号に掲げる産業廃棄物

の処理施設である場合にあっては、維持管理計画書 

 産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止計画

書

 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

３ 条例第５条第１項の規定により提出する事業計画書及び同条第

２項の規定により事業計画書に添付する生活環境配慮書の部数は、

５部とする。 

４ 条例第５条第１項の規則で定める物は、事業計画書及び生活環境
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２ 事業計画書には、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処

理施設の設置等が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調

査の結果その他の規則で定める事項を記載した書類（以下「生活環

境配慮書」という。）を添付しなければならない。

（関係地域）

第６条 市長は、事業計画書の提出があったときは、規則で定めると

配慮書（以下「事業計画書等」という。）の内容を記録した光ディ

スク（これに準じる記録媒体を含む。）とする。 

 （生活環境配慮書） 

第５条 条例第５条第２項に規定する生活環境配慮書には、事業計画

の内容及び周辺地域の生活環境の状況を勘案し、次に掲げる項目の

うち、当該生活環境に影響を及ぼすおそれがある項目について調査

し、その結果を記載するものとする。 

 大気質 

 騒音（令第７条各号に掲げる産業廃棄物の処理施設である場合

にあっては、低周波音を含む。） 

 振動 

 悪臭 

 水質 

２ 条例第５条第２項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとす

る。 

 調査の項目 

 調査の方法 

 調査の結果 

 生活環境の保全のために配慮すべき事項 

 生活環境の保全のために講じることとした措置の内容 

 （関係地域に関する基準） 

第６条 条例第６条の関係地域は、次の表の中欄に掲げる産業廃棄物
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ころにより、速やかに、関係地域を定め、これを事業計画者に通知

するものとする。

 （事業計画書等の公告及び縦覧）

第７条 市長は、前条の規定による通知をしたときは、遅滞なく、事

業計画書の提出があった旨その他規則で定める事項を公告し、当該

事業計画書及び生活環境配慮書（以下「事業計画書等」という。）

処理施設の種類の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる生活環

境の保全上支障が生じるおそれのある地域の基準の欄に定める範

囲を基本とし、事業計画書等の内容及び産業廃棄物処理施設の設置

等の場所の周辺地域の生活環境その他の地域的な特性を勘案し、定

めるものとする。 

項
産業廃棄物処理施設の種

類 

生活環境の保全上支障が生じ

るおそれのある地域の基準 

１ 令第７条第３号、第５号、

第８号及び第９号から第

１４号までに掲げる産業

廃棄物の処理施設 

当該産業廃棄物処理施設の設

置等の場所の敷地の境界線か

ら５００メートル以内 

２ 焼却施設及び灰溶融施設

（１の項の中欄に掲げる

産業廃棄物の処理施設に

該当する施設を除く。） 

当該産業廃棄物処理施設の設

置等の場所の敷地の境界線か

ら５００メートル以内 

３ １の項の中欄及び２の項

の中欄に掲げる施設以外

の施設 

当該産業廃棄物処理施設の設

置等の場所の敷地の境界線か

ら２００メートル以内 

 （事業計画書等について公告する事項）

第７条 条例第７条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとす

る。

 事業計画者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ
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を公告の日から１月間、規則で定めるところにより、縦覧に供しな

ければならない。

（説明会の開催等）

第８条 事業計画者は、前条の縦覧期間内に関係地域内において、

の代表者の氏名 

 産業廃棄物処理施設の設置等の場所 

 産業廃棄物処理施設の種類 

 産業廃棄物処理施設において取り扱う産業廃棄物の種類（特別

管理産業廃棄物である場合にあっては、その種類） 

 産業廃棄物処理施設の処理能力 

 関係地域の範囲 

 縦覧の場所、期間及び時間 

 関係住民等が生活環境の保全上の見地からの意見を意見書の

提出により述べることができる旨 

 前号の意見書の提出期限及び提出方法 

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（事業計画書等の縦覧） 

第８条 条例第７条の規定による縦覧の日及び時間は、さいたま市の

休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１

項に規定する市の休日を除く日の午前９時から午後４時３０分ま

でとし、その場所は、次に掲げるとおりとする。

 市役所 

 関係地域が含まれる区の区役所 

 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
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事業計画書等の内容について周知を図るための説明会（以下この条

及び第２３条第２号において「説明会」という。）を開催しなけれ

ばならない。この場合において、当該関係地域内に説明会を開催す

る適当な場所がないときは、市長と協議して、当該関係地域以外の

地域において説明会を開催することができる。

２ 事業計画者は、説明会を開催するときは、その開催を予定する日

時及び場所を定め、規則で定めるところにより、市長に報告すると

ともに、説明会の開催を予定する日の７日前までにこれらを広告し

なければならない。

３ 事業計画者は、説明会の開催のほか、事業計画書等を要約した書

類の配布その他の方法により、関係住民等に対し、当該事業計画書

等の内容を周知するよう努めなければならない。

 （説明会開催計画等報告書）

第９条 条例第８条第２項の規定による報告は、説明会開催計画等報

告書（様式第２号）によってしなければならない。

 （説明会の開催等の広告）

第１０条 条例第８条第２項の規定による広告は、印刷物の配布、掲

示板への掲示、インターネットの利用その他の適当な方法により

行うものとする。

２ 前項の広告は、次に掲げる事項について行うものとする。

 事業計画者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名 

 説明会を開催する日時及び場所 

 事業計画の概要 

 産業廃棄物処理施設の設置等の場所 

 産業廃棄物処理施設の種類 

 産業廃棄物処理施設において取り扱う産業廃棄物の種類（特別

管理産業廃棄物である場合にあっては、その種類） 

 産業廃棄物処理施設の処理能力 

 関係地域の範囲 
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４ 事業計画者は、説明会を開催したとき、及び前項の規定により周

知したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その実施状

況を市長に報告しなければならない。

５ 市長は、その職員を説明会に立ち会わせることができる。

 （関係住民等の意見書の提出等）

第９条 事業計画書等について生活環境の保全の見地から意見を有

する関係住民等は、第７条の規定による公告の日から同条の縦覧期

間満了の日から２週間を経過する日までの間に、市長に対し、意見

書の提出により、これを述べることができる。

２ 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

３ 市長は、第１項に規定する期間を経過したときは、同項の意見書

に記載された意見の概要（意見書の提出がない場合にあっては、そ

の旨）を記載した書面を事業計画者に送付するものとする。

 （事業計画者の見解書の提出）

第１０条 事業計画者は、前条第３項の規定により同条第１項の意見

書に記載された意見の概要を記載した書面の送付を受けたときは、

規則で定めるところにより、速やかに、当該意見に対する事業計画

者の見解を記載した書類（以下「見解書」という。）を市長に提出

しなければならない。

 条例第７条の規定により事業計画書等が縦覧に供されている

旨

 （説明会等実施状況報告書）

第１１条 条例第８条第４項の規定による報告は、説明会等実施状況

報告書（様式第３号）によってしなければならない。

 （関係住民等の意見書の記載事項）

第１２条 条例第９条第１項の意見書には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。

 意見書を提出しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに

法人又は団体にあっては、その代表者の氏名 

 提出しようとする意見書の対象である事業計画書に記載され

ている事業計画者の氏名又は名称 

 事業計画書等についての生活環境の保全の見地からの意見

（見解書）

第１３条 条例第１０条の規定による見解書の提出は、見解書（様式

第４号）によってしなければならない。
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 （事業計画者の見解書の周知等）

第１１条 事業計画者は、前条の規定により見解書を提出したとき

は、説明会の開催その他の方法により、関係住民等に対して当該見

解書の内容を周知しなければならない。

２ 事業計画者は、前項の規定により周知したときは、規則で定める

ところにより、速やかに、その実施状況を市長に報告しなければな

らない。

 （審査結果の通知等）

第１２条 市長は、第９条第１項の意見書及び見解書の内容を勘案

し、関係地域の生活環境の保全並びに紛争の予防及び調整の見地か

ら、事業計画書等について審査し、その結果を審査結果通知書によ

り事業計画者に通知するものとする。

２ 事業計画者は、前項の審査結果通知書の内容を踏まえ、事業計画

の検討その他の必要な措置を講じ、規則で定めるところにより、そ

の講じた措置の内容について市長に報告しなければならない。

 （産業廃棄物処理施設設置等承認書）

第１３条 市長は、前条第２項の規定による報告の内容が相当と認め

るときは、規則で定めるところにより、事業計画者に対し、産業廃

棄物処理施設設置等承認書を交付するものとする。

２ 事業計画者は、産業廃棄物処理施設の設置等に係る工事その他の

行為に着手する前（当該産業廃棄物処理施設の設置等が法第１５条

第１項又は第１５条の２の６第１項の許可を要するものである場

 （見解書周知実施状況報告書）

第１４条 条例第１１条第２項の規定による報告は、見解書周知実施

状況報告書（様式第５号）によってしなければならない。

 （審査結果通知書等）

第１５条 条例第１２条第１項の審査結果通知書の様式は、様式第６

号のとおりとする。

２ 条例第１２条第２項の規定による報告は、審査結果措置報告書

（様式第７号）によってしなければならない。

 （産業廃棄物処理施設設置等承認書）

第１６条 条例第１３条第１項の産業廃棄物処理施設設置等承認書

の様式は、様式第８号のとおりとする。
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合にあっては、当該許可を申請する前）までに前項の産業廃棄物処

理施設設置等承認書の交付を受けなければならない。

（事業計画書等の内容の変更） 

第１４条 事業計画者は、前条第１項の産業廃棄物処理施設設置等承

認書の交付を受けた後、事業計画書等の内容を変更して産業廃棄物

処理施設の設置等をしようとする場合には、第５条から前条までの

規定による手続を行わなければならない。ただし、その変更が軽微

な変更である場合その他の規則で定める場合であって、市長の承認

を受けたときは、この限りでない。 

 （事業計画の廃止の届出等） 

第１５条 事業計画者は、事業計画書の提出後、当該事業計画を廃止

したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出な

ければならない。 

２ 市長は、第７条の規定による公告の日以後において前項の規定に

よる届出を受けたときは、当該届出の内容を公告しなければならな

い。 

（環境保全協定の締結等）

第１６条 市長は、事業計画者と関係住民等の間において、産業廃棄

物処理施設の設置等に関し、生活環境の保全上必要な事項を内容と

 （手続の免除を受けることができる場合等）

第１７条 条例第１４条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる

場合とする。

 条例第５条第１項第１号に掲げる事項を変更する場合

 産業廃棄物処理施設の設置等をしようとする場所において事

業計画の規模を縮小する場合

 生活環境の保全のために事業計画の内容を変更する場合

２ 事業計画者は、条例第１４条ただし書の承認を受けようとすると

きは、手続免除申請書（様式第９号）を市長に提出しなければなら

ない。

 （事業計画廃止届出書）

第１８条 条例第１５条第１項の規定による届出は、事業計画廃止届

出書（様式第１０号）によってしなければならない。
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する協定（以下「環境保全協定」という。）を締結するよう求める

ことができる。

２ 事業計画者及び関係住民等は、前項の規定による求めがあったと

きは、環境保全協定を締結するよう努めなければならない。

３ 市長は、環境保全協定の締結に際し、必要な助言を行うことがで

きる。

４ 事業計画者は、環境保全協定を締結したときは、遅滞なく、当該

環境保全協定に係る書面の写しを市長に提出しなければならない。

（あっせん）

第１７条 事業計画者又は関係住民等は、紛争が自主的な解決に至ら

なかったときは、規則で定めるところにより、市長にあっせんの申

請をすることができる。

２ 市長は、前項の申請があったときは、あっせんを行うものとする。

ただし、この条例に規定する手続を誠実に実施していない者からの

申請であるとき、又は紛争の性質上市長があっせんを行うことが適

当でないと認めるときは、この限りでない。

３ 市長は、あっせんを行うことを決定したときは、速やかに、その

旨を当該あっせんの当事者である事業計画者及び関係住民等に通

知しなければならない。

４ 市長は、あっせんを行う場合において必要があると認めるとき

は、第２１条第１項に規定するさいたま市産業廃棄物処理施設設置

等調整委員会の意見を聴くものとする。

 （あっせん申請書）

第１９条 条例第１７条第１項の申請は、あっせん申請書（様式第１

１号）により行うものとする。
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（あっせんの打切り）

第１８条 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによって

は紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切る

ことができる。

２ 市長は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、その旨

を当該あっせんの当事者である事業計画者及び関係住民等に通知

するものとする。

 （産業廃棄物処理施設の変更に係る周知等）

第１９条 産業廃棄物処理施設を設置した者（以下「産業廃棄物処理

施設設置者」という。）は、当該産業廃棄物処理施設について規則

で定める変更をしようとするときは、当該変更に係る工事その他の

行為に着手する前までに、周辺住民（当該産業廃棄物処理施設の設

置等の際に第６条の規定による通知を受けている場合にあっては、

関係住民等。次条第２項において同じ。）に対し、説明会の開催そ

の他の方法により当該変更の内容を周知するよう努めなければな

らない。

２ 産業廃棄物処理施設設置者は、前項の規定により周知しようとす

るときは、あらかじめ、その旨を市長に報告しなければならない。

３ 産業廃棄物処理施設設置者は、第１項の規定により周知したとき

は、遅滞なく、その状況について市長に報告しなければならない。

４ 市長は、産業廃棄物処理施設設置者に対し、第１項の規定による

周知の方法等について必要な指導又は助言を行うことができる。

 （条例第１９条第１項の規則で定める変更）

第２０条 条例第１９条第１項の規則で定める変更は、次の各号のい

ずれかに該当する変更とする。

 産業廃棄物処理施設の設置の場所の面積に係る変更であって、

当該変更によって当該面積が拡大するもの（第２条第１号に該当

するものを除く。） 

 産業廃棄物処理施設の処理能力に係る変更であって、当該変更

によって当該処理能力が増大するもの（第２条第２号に該当する

ものを除く。） 
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（産業廃棄物処理施設の適正な維持管理等）

第２０条 産業廃棄物処理施設設置者は、その産業廃棄物処理施設の

適正な維持管理に努めるとともに、産業廃棄物処理施設の稼働に伴

って生じる生活環境への影響を常に把握するよう努めなければな

らない。

２ 産業廃棄物処理施設設置者は、周辺住民の求めに応じ、その産業

廃棄物処理施設を公開するよう努めるとともに、産業廃棄物処理施

設の維持管理及び生活環境を保全するための取組に関する情報そ

の他の周辺住民が必要とする情報を積極的に提供することにより、

周辺住民の理解を深めるよう努めなければならない。

（さいたま市産業廃棄物処理施設設置等調整委員会）

第２１条 市長の諮問に応じ、紛争の予防及び調整に関し必要な事項

を調査審議するため、さいたま市産業廃棄物処理施設設置等調整委

員会（以下この条において「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員４人以内をもって組織する。 

３ 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な

事項は、規則で定める。 

（報告の徴収及び立入検査）



- 16 - 

さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 さいたま市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例施行規則

第２２条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業計画

者若しくは産業廃棄物処理施設設置者に対し、必要な報告若しくは

資料の提出を求め、又はその職員に産業廃棄物処理施設の設置等を

しようとする場所若しくは設置の場所若しくは事業計画者若しく

は産業廃棄物処理施設設置者の事務所に立ち入り、必要な検査をさ

せることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書

を携帯し、関係人に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。

（勧告）

第２３条 市長は、事業計画者が次の各号のいずれかに該当する場合

には、当該事業計画者に対し、必要な措置を講じるべきことを勧告

することができる。

 事業計画書等の提出をせず、又は虚偽の事業計画書等の提出を

したとき。 

 説明会を正当な理由なく開催しないとき。 

 第８条第２項の規定による報告若しくは広告又は同条第４項

の規定による報告を正当な理由なく行わないとき。 

 見解書を正当な理由なく提出しないとき。 

 第１１条第１項の規定による周知又は同条第２項の規定によ

る報告を正当な理由なく行わないとき。 

 （身分証明書）

第２１条 条例第２２条第２項の身分を示す証明書の様式は、様式第

１２号のとおりとする。
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 第１３条第２項の規定に違反したとき。 

 第１４条本文に規定する手続を正当な理由なく行わないとき。

 第１５条第１項の規定による届出を正当な理由なく行わない

とき。 

 前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の求めに応

じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は検査を

拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

（公表）

第２４条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業計画者が当該

勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を

受けた事業計画者に意見を述べる機会を与えなければならない。

（事業計画が廃止されたものとみなす場合） 

第２５条 事業計画者が第１３条第１項の産業廃棄物処理施設設置

等承認書の交付を受けてから３年以内に当該産業廃棄物処理施設

の設置等に係る工事その他の行為に着手しないとき（当該産業廃棄

物処理施設の設置等が法第１５条第１項又は第１５条の２の６第

１項の許可を要するものである場合にあっては、当該許可を申請し

ないとき）は、当該事業計画について第１５条第１項の規定による

事業計画を廃止する旨の届出がなされたものとみなす。 

２ 第１５条第２項の規定は、前項の規定により事業計画を廃止する

旨の届出がなされたものとみなす場合について準用する。 
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 （隣接する市の長との協議等） 

第２６条 市長は、第６条の規定により関係地域を定める場合におい

て、関係地域とすべき地域に本市に隣接する市の区域が含まれると

きは、当該区域におけるこの条例の手続その他の行為について、当

該隣接する市の長と協議し、必要に応じ当該市の長に協力を求める

ものとする。 

（適用除外）

第２７条 この条例の規定は、移動式の産業廃棄物処理施設その他の

産業廃棄物処理施設で規則で定めるものには、適用しない。 

（委任）

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２７年７月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに第１３条第１項の産業廃棄物

処理施設設置等承認書に相当する書面の交付を受けた事業計画者

に係る当該事業計画については、第５条から第１８条までの規定は

適用しない。

 （条例の規定を適用しない産業廃棄物処理施設）

第２２条 条例第２７条第１項の規則で定める産業廃棄物処理施設

は、工場又は事業場（工事の現場を含む。）の敷地内において、当

該工場又は事業場から排出される産業廃棄物のみを処理するため、

当該産業廃棄物の処理に必要な期間に限って設置する移動式の産

業廃棄物処理施設とする。

   附 則

 この規則は、平成２７年７月１日から施行する。


